
貨物船TAIGAN火災事故に係る安全勧告に対する措置状況について（通知）

資料２

貨物船TAIGANは、船長ほか２２人が乗り組み、北海道稚内市稚内港天北２号

【事故の概要】(H25.5.16 発生)

ふ頭の西側岸壁に係留中、平成２５年５月１６日０１時３０分～４０分ごろの間に

船内で火災が発生した。

TAIGANは、１３時００分ごろ消防隊の消火作業によって鎮火したが、乗組員６

人が死亡して３人が負傷し 船橋甲板 船尾楼甲板及び上甲板に焼損を生じた人が死亡して３人が負傷し、船橋甲板、船尾楼甲板及び上甲板に焼損を生じた。

本船
【船舶管理会社、船舶所有者及びカンボジア王国当局に対する安全勧告】(H26.6.27)

対船舶管理会社及び船舶所有者対船舶管理会社及び船舶所有者
(1) 船内での喫煙に関する安全管理を徹底するとともに、新しく乗船した乗組員に対し、速やかに火災発生時の
対応についての教育及び脱出経路、消火器の設置場所などの説明を行う。

(2) 非常用脱出経路について、例えば、船首側に１か所及び船尾側に１か所設けるなどにより、火災発生場所に
よって制限されることなく 脱出経路が確保されるように努める。よって制限されることなく、脱出経路が確保されるように努める。

対カンボジア王国当局
本船と同様な船舶を運航する船舶管理会社及び船舶所有者に対して上記のことを指導すること

【カンボジア王国当局からの通知】(H26.7.18)

船舶管理会社及び船舶所有者に対して以下の措置をとるべきであると命じる。
(1) 船舶管理会社は、船上で喫煙規則が遵守されることを確保すべきである。
(2) 船舶管理会社は、新たな船員が乗船した直後に、脱出経路や消火器の場所についての情報を含んだ、火災
発生時の対応に関する訓練をすべきである発生時の対応に関する訓練をすべきである。

(3) 火災が発生した場所によって、利用可能な緊急脱出経路がなくなるといった状況を避けるため、船舶所有者
は、少なくとも二つの脱出経路（例えば、一方を船首側に、もう一方を船尾側に）を確保することが望ましい。

全てのカンボジア船籍船に対して上記の情報を、「安全上の警告に関する文書」により発出する。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


